
������������
������������
������������
������������
������������

交通について考える　意見交換会
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市政の動き、年金

第８回長浜市庁舎整備検討委員会
【内　容】フロアレイアウト（案）について、事業スケジュールについて
【結　果】現在計画中の新庁舎フロアレイアウト（案）と新庁舎建設事業スケジュール（案）について、内容

の確認を行いました。
【担当課】庁舎整備室（7６５－６９０７）

※ここでは、「クリーン、わかりやすい、開かれた市政」の確立のため、市民の
皆さんに市役所内で「どのような会議」が開催され、「どのような結果」にな
ったか概略をお知らせします。

市政の動き
（９月１6日～10月15日）

※詳しくは、市ホームページ（http://www.city.nagahama.shiga.jp）をご覧ください。

９ 27(火）

第３回長浜市市民協働推進計画策定市民懇談会
【内　容】職員ワーキングチームとの意見交換
【結　果】整理を行った課題を踏まえ、施策の方向性や具体的な施策について、職員ワーキングチームと意見

交換を行いました。
【担当課】市民自治振興課（7６５－８７２２）

10 11(火）

第14回しょうがい福祉審議会
【内　容】新たなしょうがい計画の骨子と「視点」ごとの課題について
【結　果】新たなしょうがい計画の骨子、および「視点」ごとの課題について議論を行いました。
【担当課】しょうがい福祉課（7６５－６５１８）

９ 28(水）
平成23年度第１回長浜市浅井簡易水道事業運営協議会
【内　容】委員の委嘱および委員の紹介、会長・副会長の選出、浅井簡易水道事業の概要について、運営協議

会の今後の予定について
【結　果】①中長期経営計画策定の趣旨②事業の沿革③整備の経過④統合整備事業の概要⑤収支状況を報告し、

水質の安全確保、水量の安定確保を図ることを目的に事業を遂行したことを説明しました。
今後は整備に伴い借り入れた資本費の見通しや上水道事業移行に伴う経営課題等を次回以降の議事
として提案し、料金改定にかかる諮問を行うことを確認しました。

【担当課】上下水道課（7６５－１６００）

９ 28(水）
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▲担架搬送訓練の様子

一日年金相談所の開催(予約制)
年金事務所による一日年金相談所です。

【と　き】11月17日(木)・平成24年１月19日(木) 両日とも10時～16時
【ところ】長浜市社会福祉協議会（高田町）
【申込方法】平日の8時30分～17時15分に、次の予約専用電話で申込みください。予約は各相談日の１か月前から受付します。
【予約専用電話】０７４９－２３－５４８９　※この電話では予約以外のご用件はお受けできません。

■問彦根年金事務所お客様相談室(7０７４９－２３－１１１６)

■問彦根年金事務所 お客様相談室（7０７４９－２３－
１１１６）

■問彦根年金事務所国民年金課（7０７４９－２３－１１１４）

■問長浜会場（旧長浜・旧浅井・旧びわ地域の人）…生涯学習・文化スポーツ課（7６５－６５５２）
東浅井会場（旧虎姫・旧湖北地域の人）…湖北支所地域振興課（7７８－８３００）
伊香会場（旧木之本・旧高月・旧余呉・旧西浅井地域の人）…高月支所地域振興課（7８５－３１１２）、

木之本支所地域振興課（7８２－５９００）、余呉支所地域振興課（7８６－３２２２）、西浅
井支所地域振興課（7８９－１１２２）

県民の皆さんの声をお聞かせください！
2030年頃の滋賀県がめざすべき交通の姿を考える「滋賀交通ビジョン」策定に向けて、
県民の皆さんとの意見交換会を開催します。
【と　き】11月18日（金）18時30分～
【ところ】長浜市民交流センター（地福寺町）
【定　員】50人

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
が発行されます

～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が

社会保険料控除の対象となります。（その年の１月１日から12月
31日までに納付した保険料が該当します。）
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明す

る書類の添付が義務付けられています。
このため、平成23年１月１日から９月30日までの間に国民年

金保険料を納付された人に「社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」を送付します。発送時期は11月上旬です。年末調整や確
定申告を行うまで大切に保管してください。
また、10月１日から12月31日までの間に今年はじめて国民年

金保険料を納付された人には、来年の１月下旬に送付されます。

控除証明書専用ダイヤル　7０５７０－０７０－１１７
（一般固定電話の場合のみ市内通話料金）

※IP電話の人は】０３－６７００－１１３０にお電話ください。

■問■申滋賀県交通政策課　7０７７－５２８－３６８１

【と　き】平成24年１月８日（日）13時～開式
【ところ】市内３会場
○旧長浜・旧浅井・旧びわ地域の人…長浜会場：長浜ロイヤルホテル
○旧虎姫・旧湖北地域の人…東浅井会場：湖北文化ホール
○旧木之本・旧高月・旧余呉・旧西浅井地域の人…伊香会場：木之本スティックホール
【対象者】平成３年４月２日～平成４年４月１日に生まれた、市内在住もしくは長浜市出身の人
※市内に住所のある人には、案内状を11月中旬頃に発送する予定です。進学や就職などで
市外に住民票を異動している人も出席することができます。出席を希望される場合は、
電話でお知らせください。

年金受給者の皆さん
『扶養親族等申告書』は
期限までに提出しましょう！
老齢や退職による年金は所得税法上「雑所得」とし

て所得税が課せられます。（障害年金・遺族年金は課
税されません。）
課税の対象となる人には、11月上旬に「扶養親族

等申告書」が送付されますので、必ず期限までに日本
年金機構へ返送してください。

提出期限：１２月１日(木)
提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税が多

く徴収される場合がありますのでご注意ください。な
お、年金以外に収入がある人は確定申告が必要です。
※平成24年分「扶養親族等申告書」が送付される人

65歳未満で年金額が108万円以上

65歳以上で年金額が158万円以上
年
齢


